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１.国の取組みの内容
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「改正マンション管理適正化法」が令和2年６月に可決成立、公布されました。
主な改正事項については、２年以内に施行されます。

適
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【出典】マンションの管理の新制度の施行に関する検討会 資料より 国土交通省住宅局 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000043.html



１.国の取組みの内容

9【出典】マンションの管理の新制度の施行に関する検討会 資料より 国土交通省住宅局 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000043.html



２.国等の認定基準と評価制度の比較
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 マンション管理業協会

等級価項目 25項目

マンション管理適正評価制度

 地方公共団体
（推進計画を作成した市区）

市区独自の管理適正化指針

 国 （国土交通省）

基本方針及び

管理適正化指針を 策定

⑴ 管理組合体制関係

⑵ 管理組合収支関係

⑶ 建築・設備関係

⑷ 耐震診断関係

⑸ 生活関連 に区分し 25項目を評価

•各市区独自の地域性などが考慮され策定

（国の管理適正化指針に照らし上乗せ）

⑴ 修繕その他の管理の方法

⑵ 修繕その他の管理に係る資金計画

⑶ 管理組合の運営状況

⑷ 管理適正化指針・市区独自の管理

適正化指針に照らした適正なもの

国の基本方針（管理適正化指針）、市区独自の管理適正化指針、協会の評価制度の関係

（一社）マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度で一定の評価基準を満たしたマン
ションに対して、管理計画の認定が得られるよう関係機関と調整をしています。



1.管理組合体制関係

2.組合会計収支関係

3.建築・設備関係
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管理評価項目 項目別評価

管理等級

・管理者の設置の有無
・総会の定期開催、議事録の保管
・管理規約の整備状況

・法定点検の実施、その記録有無
・長期修繕計画書の有無および見直し状況
・計画修繕の履歴の保管情報の有無

・管理費会計・修繕積立金会計の決算状況
・滞納管理費等への対策
・修繕に関する資金計画の状況

３.管理業協会の自主的取組みの内容 情報開示のモデル

4.耐震診断関係 10

5.生活関連 10

・耐震診断の実施の有無
・耐震診断結果、改修計画の予定の有無

・設備等異常時の緊急対応
・消防訓練の実施
・防災マニュアル等の整備
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1.管理組合体制関係

2.管理組合収支関係

3.建築・設備関係

4.耐震診断関係

5.生活関連

　管理評価総獲得ポイント

【ランク：S~D の等級区分例】
S：100P～90P C：49P~20P
A：89P~70P D：19P以下
B：69P~50P

11




